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電動キックボードは現在，定格出力 0.60 kWh 以下は原動機付自転車として扱われているが，2021 年 3
月より認定を受けた事業者の電動キックボードに対し道路交通法の特例措置（小型特殊自動車扱い，ヘル

メット着用任意等）が適用される実証実験が行われている他，2023 年 7 月 1 日には道路交通法の改正（16
歳以上の運転免許・ヘルメット着用不要, 歩道走行可等）が予定されるなど, 普及に向けた取り組みが急速

に進んでいる．しかし，その安全性の確保や快適な利用環境の整備は不十分であり，特に安全性を懸念す

る声は多い．そこで本研究では，安全性や快適性についての知見を得ることを目的とし, さまざまな諸元

で普及しつつある電動キックボードの操作性や乗り心地を三軸加速度センサによる振動データと被験者向

けのアンケートの 2 種類のデータを活用して比較した． 

 Key Words: e-scooters, e-bikes, handleability, subjective evaluation 

1. はじめに 

電動キックボードは直立姿勢で乗車する二輪のキック

ボードに電気式モーターを搭載した小型の車両であり，

手軽に乗車できる利便性の高さから近年注目されている

新たなマイクロモビリティである．現在の道路交通法に

おいては電動式モーターの定格出力に応じた車両区分が

適用され，中でも主流である電気式モーターの定格出力

0.60 kWh以下のものは原動機付自転車として取り扱われ

ていることから，運転に際しては原動機付自転車免許以

上の運転免許が必要であるほか，ヘルメットの着用が義

務付けられている．しかし，これでは電動キックボード

の持つ利便性を十分に発揮できないと考えられることか

ら，電動キックボードの特性に合わせた環境の整備を行

うべく実証実験や法改正などの取り組みが急速に進んで

いるところである． 

 本研究では，電動キックボードの普及を進めるにあた

って大きな課題となる安全性，及び快適性に関する研究

を行うこととし，既往研究の調査を行った．その結果，

電動キックボードの利用意向に関する調査 1)や電動キッ

クボードの走行を踏まえた走行空間に関する研究 2)，走

行経路選択と走行振動に関する研究 3)など 5件 4) 5)が確認

されたが，車種ごとの仕様や性能の違いに言及した研究

は確認されなかった．そこで，多種多様な車種が存在す

る電動キックボードの安全性の確立に向けて，これら仕

様の違いによる性能や特性の差を明らかにすることは大

変重要な基礎的データとなると考え，本研究を実施した． 

2. 研究手法 

(1) 実証実験の概要 

2021年 3月 25日，事業者が新事業特例制度 6)を活用し，

経済産業省に対して電動キックボードを原動機付自転車

として取り扱うことは合理的でないとして特例措置の整

備に関する要望を行った．これを踏まえ，国家公安委員

会及び国土交通省において道路交通法の特例措置 7)（表

1-1）が整備され，経済産業省に新事業活動計画の認定
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を受けた事業者に対してこれが適用される．また，この

特例措置が適用される電動キックボードを特例電動キッ

クボードと呼ぶ． 

表1-1 実験における特例措置の概要 

(2) 改正道路交通法の概要 

2022 年 4 月 27 日，道路交通法の一部を改正する法律

が公布され，これまで原付として扱われていた電気式モ

ーターの定格出力 0.60 kWh 以下の電動キックボードが

「特定小型原動機付自転車」と呼ばれる新たな区分に分

類されることが決定し，後に2023年7月1日に施行され

ることが決定された．8)この法改正による電動キックボ

ードの取り扱いの変更点は以下の表（表 1-2）の通りで

ある． 

表1-2 道路交通法の改正による電動キックボード取り扱いの 

変化 

 本研究では，電動キックボードの車種・使用の違いに

よる乗り心地や走行性能の差を明らかにすることを目的

としており，3 車種の電動キックボードに加えて既に広

く普及している電動アシスト自転車の計 4車種を比較対

象とし，普通自転車免許以上を所持している 8名の被験

者（男性 7名，女性 1名，平均年齢 21.6歳）に同一のル

ート上を実際に乗車・走行してもらうことでデータの収

集を行った．比較に使用したデータは，主に三軸加速度

センサによる振動の記録と，被験者に向けた乗り心地等

に関するアンケートの 2種類である． 

(2) 比較対象車両

比較対象とした 4車種の内訳は，特例電動キックボー

ドがループ（図2-1  左上）とスイング（図2-1右上）の2

車種，原動機付自転車扱いの電動キックボードがモビク

ル（図 2-1 左下）の 1 車種，電動アシスト自転車がドコ

モバイクシェア（図 2-1右下）の 1車種である． 

それぞれの法定速度は特例電動キックボードが 15 

km/h，原動機付自転車扱いの電動キックボードが 30 

km/h であり，タイヤ径は電動キックボードが全て 10 イ

ンチ，電動アシスト自転車のみが 20 インチのタイヤを

装備している． 

図2-1 比較対象とした車種の外観 

(3) 三軸加速度センサによる振動データの収集及びGPS

による速度記録

  三軸加速度センサによる振動データ収集は，スマート

フォンに内蔵されている三軸加速度センサを活用し，加

速度を記録できるアプリケーション「PhyPhox」を使用

することで実施した．また，被験者の走行位置と移動速

度を確認することを目的に，GPS 情報を記録できるアプ

リケーション「Geo Tracker」による記録も同時に実施し

ている．データ収集に使用するスマートフォンは，電動

キックボードの場合は床面に，電動アシスト自転車の場

合は作動後方のフレーム部に取り付けた． 

(4) 被験者向けアンケートによる乗り心地等の調査

 被験者に対するアンケート調査は全てアンケート用紙

への記述方式とし，各車種に乗車した直後に実施する

「車種別アンケート」と4車種全てに乗車した後に行う

「総合評価アンケート」の2種類を実施した．車種別ア

ンケートでは「操作性」「乗車中怖いと感じたか」「乗

り心地」の 3 つの質問を軸に，「下り坂」「平坦路」

「登り坂」の3つの走行場所ごと，「発進時」「走行時」

「制動時」の３つの場面ごとにおいて同様の質問を繰り

返し，それらを5段階評価で回答する方式としたほか，

乗車中に気が付いた点を自由記述する欄を設けた．総合

評価アンケートでは比較対象とした4車種それぞれの総

合評価を5段階で行う方式とし，そのほかに被験者の運
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転頻度（自転車・自動車・バイク）や公共交通機関（電

車及びバス）の利用頻度などの質問を行った． 

(4) 実験場所

 実験用走行ルートの選定にあたっては，登り坂・下り

坂・平坦路が確保できる場所であること，多くの車種を

レンタルできる場所であること等を考慮し，東京都港区

高輪付近に走行ルートを設定することとした． 

 走行ルートは東京都港区の高輪一丁目緑地を起点及び

終点とした一周約2400 mのコースであり，安全の為右

折を省き，左折のみで完結するものとした．（図2-2参

照）  

図2-2 実験用走行ルート 

3. 実験結果と考察

(1) 比較方法

三軸加速度センサにより収集したデータはCSS形式で

出力し，Excel（.xlxs）形式に変換した上で各データの X

軸，Y 軸，Z 軸，平均の４つの振動それぞれの標準偏差

を求め，車種ごとに平均値を求めることで比較した．ま

た，参考として収集したスマートフォン内臓のGPSによ

る最高速度のデータは，車種ごとに最も速かった速度と

各被験者が出した最高速度を平均した値の 2種類で比較

した． 

 5 段階評価のアンケートで得られた回答は，質問ごと

に平均することで車種ごとの評価を比較した．また，回

答の個人差（ばらつき）をはかることを目的として回答

の標準偏差を求めた．尚，自由記述の回答については抜

粋して一覧表に記載する方法をとった． 

(1) GPSによる最高速度の記録 

下表（表 3-1）は，スマートフォンの GPS により収集

した最高速度のデータをまとめたものである． 

特例電動キックボードの2車種ではループの最高速度

が制限速度の 15 km/h を大幅に超過している他，原動機

付自転車扱いのモビクルにおいても制限速度の 30 km/h

を大幅に超過した結果が得られた．電動アシスト自転車

における最高速度は，主な動力が人力であることから被

験者によって最高速度に大きな差があることがわかった． 

表3-1 GPSによる最高速度の記録 

(2) 三軸加速度センサによる振動のデータ

下表（表 4.1-1）は，三軸加速度センサによる 4車種・

8 名分の各振動データの標準偏差を求め，それらを車種

ごとにまとめて平均した値を比較したものである． 

a) 特例電動キックボード（ループ及びスイング） 

まず特例電動キックボードのループとモビクルに着目

すると，両者とも他の車種に比べて振動が小さいことが

わかる．これは，両車種ともに走行速度が 15 km/h に制

限されており，特例でない他のキックボードや自転車と

比較して走行速度が遅いからであると考えられる．更に

両者間での差を細かく比較すると，特に前後方向，次い

で左右方向の振動の差は小さいものの，上下方向や平均

加速度についてはループの方がモビクルよりも振動が多

少大きい結果となった．これは，下り坂での速度超過時

にもリミッターが作動し速度を抑制するスイングとは異

なり，ループの場合では下り坂で速度超過をしてもリミ

ッターの作動は無く，運転者がブレーキ操作を行わない

限り際限なく加速することで走行速度が速くなるからで

あると考えられる． 

b) 原動機付自転車扱いの電動キックボード（モビクル） 

次に原動機付自転車扱いであるモビクルに着目すると，

前後方向，左右方向，上下方向，平均加速度のすべての

振動において 4車種中で最も大きい結果となった．これ

は，走行速度が他の車種に比べて非常に速いからである

と考えられる．更に，後述する被験者向けアンケート

（表 3-3～表 3-6）から，モビクルは特例電動キックボー

ドの 2車種に比べて重心が高く，フレームの剛性が弱い

ことで安定性が低く，これが振動の大きさを助長してい

る可能性があると考えられる． 

c) 電動アシスト自転車（ドコモバイクシェア）

電動アシスト自転車であるドコモバイクシェアの振動

は，モビクルよりは小さいものの全体的に大きい結果と

なっており，特に前後方向の振動が大きいことがわかる．

これは走行速度が比較的速いことに加え，運転者がペダ
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ルを漕ぐ動作を繰り返しながら走行する自転車の特性が

振動に影響を及ぼしていると考えられる． 

3) 自由記述による車種別の評価

表3-3～表3-6は，被験者向けアンケート内で得られた

自由記述の回答を表にまとめたものである． 

表3-2 三軸加速度センサによる振動データの標準偏差の比較 

表3-3 自由記述の回答一覧（ループ） 

表3-4 自由記述の回答一覧（スイング） 

表3-5 自由記述の回答一覧（モビクル） 

表3-6 自由記述の回答一覧（ドコモバイクシェア） 

(4) 5段階評価による車種別アンケート

5 段階評価による車種別アンケートの結果を質問ごと

に平均した結果，下り坂における回答に車種ごとの差が

表れやすいことがわかった．そこで，下り坂における車

種別アンケートの結果を使用して車種別の比較を行うこ

ととした．これは質問ごとに平均したものであり，値が

大きいほど高い評価を得ているとみなすことができるも

のである． 

a) 特例電動キックボード（ループ及びスイング）

下表（表 3-7）より，まず特例電動キックボードの 2

車種を比較すると，全体的に差は少なく比較的高評価が

多い事がわかるものの，「走行時怖いか」「走行時操作

性」「制動時乗り心地」に大きな差がみられる．それぞ

れを自由記述の回答を参考に考察すると，まず「発進時

怖いか」ではスイングの方が低い評価となっているが，

これはループよりもスイングの方が発進時に強く，且つ

複数回路面を蹴りだして初速をつけなければ発進できな
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いため，車体のふらつきが発生してしまうことが要因と

なっていると考えられる．次にスイングの「走行時操作

性」がループより低い評価となっている原因については，

制限速度の 15 km/h を超過した際に自動的にリミッター

による強い回生ブレーキがかかることで不安定な挙動を

起こし，車体のバランスを取ったり，ブレーキ操作が難

しくなってしまったりすることが原因であると考えられ

る．最後に「制動時乗り心地」においてループの評価が

スイングより低くなっている原因として，ループは下り

坂でリミッターが作動せず大幅に速度超過することがわ

かっており，これにより制動時に車体が安定せず乗り心

地が悪化しているものと考えられる． 

b) 原動機付自転車扱いの電動キックボード（モビクル）

は下表（表 4-7）より，下り坂におけるモビクルの評価

は全体的に悪く，4.000 以上の高評価がなされた質問は

「走行時操作性」の 1つのみとなっている．全体的に低

評価である原因として，走行速度が比較対象とした車種

の中で最も速いことが挙げられる．最高速度をまとめた

表（表 3-1）より，モビクルは特例電動キックボードの

約 2倍の速度が出ることがわかっているが，タイヤの直

径は特例電動キックボードと同じ小径の 10 インチタイ

ヤが使用されていることから走行中の振動が大きく，走

破性も悪い．更に車体の剛性が低く重心も高いことから

特例電動キックボードよりも大幅に安定性を欠いており，

これらが低評価である原因と考えられる．

c) 電動アシスト自転車（ドコモバイクシェア）

下表（表 4-7）より，ドコモバイクシェアは走行時の

振動の大きさに反し，被験者の評価が全体的に良い結果

となった．これは直立姿勢で乗車する電動キックボード

と異なり，着座姿勢で乗車することにより安定した走行

ができることや，電動キックボードの倍の直径にあたる

20 インチタイヤを装備していることから高い走破性を

有しており，これが被験者の高評価に繋がっているも 

表 3-7      下り坂における乗り心地に関する質問の車種別平均

のと考えられる．但し，制動時の質問3つにおいては他

の場面よりも若干低い評価となっている．この理由とし

て考えられるものを自由記述の回答を参考に考察すると，

ブレーキの効きが電動キックボードよりも弱いことが原

因であると考えられる．このことから，ブレーキの効き

の悪さは乗り手の恐怖心や操作性の悪さに直結するもの

であると言える． 

(5) 下り坂における車種別アンケートの回答の

ばらつき

表 3-8 は，下り坂における 5 段階評価アンケートの回

答について，被験者ごとのばらつきを標準偏差を求める

ことによって可視化したものである．この結果より，一

部車種での操作性や乗り心地に大きなばらつきが確認で

きるが，中でも「乗車中怖いか」に関する質問について

は車種を問わず，概ね全体を通してばらつきが大きいこ

とがわかる．よって，下り坂を走行中に乗り手が怖いと

感じるのか否かについては個人差が大きいと言える．ま

た，モビクルに関しては操作性と乗り心地部分の回答に

ついてもばらつきが大きくなっており，これは速い速度

で走行することに慣れている被験者と慣れていない被験

者との間で恐怖心に差が生ずるためであると考えられる． 

表3-8  下り坂における5段階評価回答の被験者ごとの 

ばらつき 

(6) 高速走行時の恐怖心と二輪車運転経験に関する考察 

表 3-8では走行速度の速いモビクルに関する被験者ご

との回答に大きなばらつきが見られた．そこで，被験者

の二輪車（バイク）の運転経験との関係に着目し，相関

関係について検証を行った． 

下表（表 3-9）は，下り坂をモビクルで走行した際に

怖いと感じたかどうかについて被験者に質問した結果で

あり，質問の選択肢はそれぞれ【1】非常に怖い，【2】
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怖い，【3】どちらともいえない，【4】あまり怖くな

い，【5】全く怖くない，となっている．これより，被

験者全 8名のうち 6名が【1】非常に怖い，若しくは 2】

怖い，と回答しているのに対し，2名の被験者の実真逆

の【5】全く怖くない，と回答している．そこで，被験

者の二輪車運転経験に着目したところ，「5.全く怖くな

い」を選択した被験者Eと被験者 Fは 2名とも 126cc以

上の自動二輪車の運転経験があることが判明した．しか

し，125cc以下の原動機付自転車の運転経験があると答

えた他の被験者 2名については両者とも「2.怖い」を選

択していることから，四輪自動車と同等の速度で走行す

る 126cc以上の自動二輪車の運転経験者に限り，走行速

度の速いモビクルで下り坂を走行しても恐怖心を感じに

くい傾向があると考えられる．但し，同じく 126cc以上

の自動二輪車を運転した経験のある被験者Hについて

は「2.怖い」を選択しており，必ずしもこの傾向が表れ

るとは限らないものと考えられる． 

表3-9  下り坂におけるモビクル走行時の恐怖心に関する 

質問の回答 

4. おわりに

本研究では，電動キックボードの車種の違いによって

走行時に生ずる振動，操作性，乗り心地，車体の安定性

に明確な差がみられることがわかった． 

電動キックボードや電動アシスト自転車の走行時に発

生する振動の大きさは，走行速度の速さに比例した．特

に電動キックボードはタイヤ径が 10 インチと非常に小

型であり，路面の凹凸が走行振動に影響を与えやすい構

造であると言える．特に40 km/h以上の速度を出して走

行することのできる原動機付自転車扱いのモビクルは必

然的に振動が非常に大きくなることに加え，車体の軽さ

や重心の高さ，ハンドル部のガタつき，車体の剛性が貧

弱であることなど，電動キックボードの中では非常に速

い速度で走行することを想定されていることに対して十

分な構造を有して可能性が示唆される． 

 乗り心地については，走行速度が速いと走行中の振動

が増大し，概ねこれに比例して乗り手の評価が悪化する

ことがわかった．これは振動が大きいほど乗り心地が悪

くなったり，乗り手が怖いと感じたりするためであると

考えられる．但し，乗り手に 126cc 以上の自動二輪車の

運転経験がある場合，走行速度が速くても怖いと感じに

くい場合もあると考えられる．また，乗り手の評価を決

める要因は走行速度だけでなく，リミッター作動時の振

動や安定性，車体の剛性，発進時のアクセル操作特性，

広報視認性，ブレーキ性能が特に関係すると考えられる． 

操作性と乗り心地の関係については，特に操作性が悪

い傾向にある場合，同様の走行場所・場面における乗り

心地も悪くなっている傾向がみられ，また操作性が高い

傾向にある場合，同様の走行場所・場面における乗り心

地も良い傾向が多くみられるため，操作性と乗り心地に

は一定の相関性があると言える．尚，この傾向は特に発

進時と制動時に強く表れている． 

 今回行った実験では三軸加速度センサによる振動デー

タの収集を行ったが，分析に当たってはルート一周分す

べてのデータをまとめて利用しており，各走行場所で細

かく区切って詳細な比較を行うことができなかった．そ

のため，今後は記録された振動と正確な走行位置を照合

できる記録方法を確立することが課題である．また，

2023年 7月 1日に施行される特定小型原動機付自転車の

内容を加味した実験や検証を行うことも今後必要である

と考える． 
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